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質 問 「危険物安全週間」とはなんですか。また、時期はいつですか。 

回 答 

危険物安全週間は、平成２年消防庁により制定され、以来毎年６月の第２

週（日曜日から土曜日までの１週間）に全国一斉に各種事業が実施されてい

ます。 

目的は、石油類をはじめとする危険物が、事業所等において幅広く利用さ

れるとともに、国民生活に深く浸透し、その安全確保の重要性は大きいもの

であるためです。 

このため、事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広

く国民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図る期間として全国一斉に実施

されています。 

 期間：毎年６月の第２週 （日曜日から土曜日までの１週間） 
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